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政治システムと社会運動への比較政治学的アプローチ

ー女性運動の国際比較を題材に- (下)

堀 江 孝 司

三.既存のアプローチの検討 (承前)

(2) 政治的機会構造からの比較

政治過程アプローチ

本稿の (上)(l)に続いて,女性運動を題材に,社会運動を比較政治学的に分

析した研究を検討する｡(上)でも触れたが,日本の社会学では近年,社会運

動研究の衰退が懸念されているが,アメリカではそれが活況を呈し,社会科学

における ｢成長産業｣を自称するほどになっている(2)｡その中心を担うのは,

｢政治過程アプローチ｣と呼ばれる潮流である(3)0

政治過程アプローチの論者たちによれば,近年社会運動の発生と発展を分析

する際に,国や学派を越えて以下の三つの要素に注目が集まっているという｡

すなわち,①政治的機会構造,②動員構造,③フレーミング過程,である(4)｡

②は資源動員論の従来の主張であるため省略するOまた,本稿は社会運動と

政治システムの関係に焦点を当てているので,(卦についても詳述する紙幅はな

い(5)｡本稿では主に①の政治的機会構造 [politicalopportunitystructure:

POS]に焦点を当てることになる｡それは ｢POS概念は,日本の社会運動研

究ではあまり見られない｣ (6)といわれるように,その検討自体に意味があるこ

と,本稿が社会運動と政治システムの関係に着目していることなどの理由によ

るが,加えて (上)で示した,社会運動のリソース-政治的影響力-目標の達

成,という図式にとって,それが重要な例外を生み出すという点も閑却できな

い｡すなわち,POS次第では, リソースの小さな社会運動が,大きな成果を

達成することもあるのである｡

政治過程アプローチには,さまざまな国の論者が参入し,それ以前の理論的
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諸アプローチと異なり国際比較志向が強いといわれる(7)が, これら三つの装

置の中でも,社会運動の国際比較研究において最も有用なのは①であろう｡現

に,社会運動の国による相違を説明するのに最 も有用なものがPOSである,

と主張する研究もある(8)｡また,これから検討するように,POSから女性運

動を国際比較する研究もある｡

しかし,事例の検討に入る前に,装置自体を概観 しておかなければならない｡

政治的機会構造 (POS)

POSの概念を最初に用いたのは,P.アイジンガーだとされているが (g),一

般的にそれを普及したのはS.タロウであり,比較政治への適用という観点か

ら,汎用性をもつものとしたのはH.キッチェルトである(10)0

アイジンガ-は,｢政治システム内の個人や集団の行動の仕方は,単に彼 ら

が支配するリソースの関数ではなく,政治システムそれ自体の開放度,弱点,

障壁, リソースなどの関数でもある｣というアイディアから,以下のような定

義を導いた｡すなわちPOSとは ｢諸集団が権力へのアクセスを獲得 し,政治

システムを操作できそうな程度｣である(ll)0

POSを定式化したとされるS.タロウは,それを幾つかの要素に分解 して見

せた｡当初それを彼は,①公式の政治過程の開放度 ･閉鎖度,②政治的連合の

安定度 ･不安定度,③潜在的な同盟パートナーの利用可能性と戦略的な位置と

し,その後④ェリート内部における政治的紛争をっけ加えた(12)｡ このうち①

は政治システムの制度的構造に関する要素であるが,他のものはそうしたシス

テム内部における権力の相対的配置に関するものである｡

それに対し,キッチェル トのPOS概念は,国家構造の二つの次元からなる｡

すなわち,挑戦者から政治的意思決定システムへのアクセスし易さを決定する

開放的/閉鎖的入力局面と,国家の執行能力を決定する強い/弱い出力局面で

ある｡前者は,政治体の四要素の関数である :(1)異なる要求を選挙政治に効果

的に表現することができる政党やその他集団数の多寡 ;(2)立法府の行政府から

の独立の程度の大小 ;(3)利益媒介パターンが多元主義的かコーポラティズム的

か ;(4)表明された新しい要求を効果的な政治連合へ集約する実質的手続きの育

無｡いずれの組み合わせにおいても,前のものであればあるほど,入力局面は

開放的で,アクセスし易い(13)0
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第二次元である出力局面とは,(上)で取り上げたステットソンらの研究 (14)

が依拠したスコチポルの国家能力に他ならないが, ここに彼の刷新が見られ

る(15)｡例えば,上で見たタロウの定義には出力の側面がなく, したがってPO

Sとして考えられるのは,社会運動の政治システムへのアクセスと,それへの

影響力の行使の段階に留まる(16)｡しかし,社会運動の目標の達成が,政策的

帰結に置かれるなら,国家能力に着目する必要があろう｡

キッチェルトの出力局面は以下の3つの要素の関数である :(1)国家機構が分

権的か集権的か ;(2)市場経済に対する政府の統制が弱いか強いか ;(3)司法の行

政からの独立の度合いの大小｡いずれの組み合わせにおいても,前のものであ

ればあるほど,出力局面が脆弱で,効果的でない｡

彼のタイポロジーでは,開放的で強い国家がスウェーデン,開放的で弱いEEl

家がアメリカ,閉鎖的で強い国家がフランス,閉鎖的で弱い国家が西 ドイツで

ある｡これらの構造的特質を説明変数として用いながら,キッチェルトは運動

の外的なインパクトと運動の政治システムに対する戦略的選択の効果を仮定し

ている｡戦略には衝突的なものと同化的なものがあり,効果はさらに手続き的

インパクト(政治システムへのアクセスを得ることの成功),実質的インパクト

(政策変更の成功),構造的インパクト(政治的構造それ自体の変革の成功)にわ

けられる｡スウェーデンのような開放的で強い国家においては,ほとんどの運

動は同化的な戦略を取ることが期待され,運動の活動はかなりの手続きおよび

政策の改良をもたらすので,政治構造それ自体を変革する方向へ活動を向ける

必要がない｡フランスのように閉鎖的で強い国家においては,対照的に手続き

的獲得も･実質的獲得も期待できない｡結果として,対決型の戦略が支配的と

なり,社会運動は国家それ自体の正統性を問うことになる,といった具合であ

る(17)0

キッチェル トは,POS概念を導入する問題意識として,新 しい社会運動論

では,同じように構成された資本主義諸国において,社会運動の帰結が異なる

ことを説明できないことを挙げている(18)｡同じような関心から見取り図を措

いたものとしてクリージの研究がある｡彼もキッチェル トにならい,入力サイ

ドと出力サイドに言及するが,彼においては両者は独立ではない｡両局面は連

関しており,開放的な国家は弱く,閉鎖的な国家は強い傾向があるとされる｡

彼の刷新は,法制度的に構造化された国家の性質だけでなく,各々の国家が挑
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戦者に対して取ってきた支配的な戦略の次元を取り上げたことである｡それを

国家の強弱と組み合わせた結果,以下のタイポロジーを得ることができる｡

すなわち,排除的な戦略を取る弱い国家はドイツ,統合的な戦略を取る弱い

国家がスイス,排除的な戟略の強い国家がフランス,統合的な戦略の強い国家

がオランダである｡

もう一つの彼の刷新は,挑戟者一般ではなく新しい社会運動にとって特別に

重要なPOSとして左翼政党に着目した点である｡すなわち,1.左翼政党が

社会民主党と共産党に分裂しているかどうか,2.左翼政党が政権に就いてい

るかどうか,の二点により,新しい社会運動の戦略やその成功がかなり説明で

きるという(19)0

キッチェルトの ｢出力局面｣については議論がわかれるが,代わりにクリ-

ジが導入したEEl家の支配的な戟略にも関連する,国家による抑圧の程度には関

心が集まりつつある｡その結果,より最新のマッカダムらのPOS概念は,以

下の四次元から構成される｡すなわち(1)制度化された政治システムの相対的な

開放度 ;(2)政体を下支えするエリートの幅広い提携の安定性 ;(3)エリート連合

の存在 ;(4)国家の抑圧の能力と傾向,である(20)｡みられるとおり, ここにも

政策の出力局面がない｡ただ,(4)の国家の抑圧能力を,政策の履行能力に読み

替えることはできるかもしれない｡

女性運動への適用

さて以下では,POSおよびそれを中心とする政治過程アプローチから女性

運動を国際比較した研究を検討する｡

まず,アメリカ,イギリス,フランス,西 ドイツ,イタリア,スウェーデン,

オランダの女性運動を比較した研究 (21)を概観する｡同書は,政治過程アプロー

チによる女性運動の国際比較としては,おそらく最も古い部類に属するもので,

(1)意識の変容,(2)POS,(3)国家の性質の三つから女性運動の国際比較を行う

と主張しているが,タロウやキッチェル トの定義にみられるように,POSと

は国家の性質をも含む概念である｡同書ではタロウを引きながら,社会運動が

国家から何を引き出せるかは,運動それ自身の性質や構成からは知ることがで

きないとの前提に立ち,国家へのアクセス,政治連合の安定性,同盟者や支持

者との関係,という観点から定義されたPOSにより多く負うことになる, と
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述べられる｡そのことにより,スウェーデンのように,国家が非常に先進的な

平等政策を提示 している国が,弱い女性運動しかもたないことが説明できると

いうのである｡

,同盟者については,政党や労働組合との関係が論じられるが,例えば政党に

ついてみると,社会主義,共産主義政党は,保守党よりもフェミニズムを支持

する傾向があるが,ジェンダーよりも階級を重視するOそのため,左翼政党と

の同盟は,女性運動にとって複雑な問題をもたらす｡フランスやイタリアでは,

左翼政党が労働組合とともに,男女の平等に大きく貢献している｡女性連動の

期待する水準にはほど遠いとはいえ,女性運動への応答性でいえば,保守党よ

りもはるかに優れている｡しかし,同時に左翼政党が女性運動にある種の制限

をはめていることも,いくつかの章で主張される｡例えば,女性の地位を引き

上げるような法案は,ほとんどが左翼政党によって提出されているが,しかし

彼らが提出する法案のほとんどは,女性運動からみると,中身が薄くなってい

るというのである｡政党との関係は,ヨーロッパの女性運動にとって,中心的

なディレンマの一つでさえあるという｡それに対 して,アメリカには強い左翼

がないから,フェミニストは左翼政党に頼ることもなく,それとの関係で苦労

も少ない(22)｡

また,国家の性質が,政党連合の機会同様,改良主義的政策の採用に重要で

あるとされるが,その点における彼らの結論で目を引くのは,フェミニストが

追求する政策は,集権化され,強い労働運動をもつ国 (スウェーデン)か,分

権化され弱い労働運動をもつ国 (アメリカ)において達成されやすい,という

ものである｡そして,両者の中間にくるような,労働運動が集権化されてはい

るが,国家の政策形成の弱いパー トナーである国 (イギリス)では達成されに

くい｡この一見逆説的な結論は,因果関係の説明が必ずしも十分ではない,と

批判されているが(23),かなりオリジナルなものであろう｡

一般的に, ドイツのPOSは女性運動にとって制限的であり, ドイツの ｢独

立派｣女性運動は,取り込まれを恐れるあまり孤立し影響力を減少させがちな

のに対し,アメリカでは取り込まれのリスクを冒してでも,民主党,労働組合,

その他の諸組織との提携を目指すOただし,この違いの由来は主に, リベラリ

ズムの伝統の相違に求められるので,POSの役割は副次的である｡ また,ア

メリカの女性運動は,政治システム内のアクターに連合の相手を求めることに
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ついて,ヨーロッパの運動よりもはるかに警戒心が薄いことが指摘される｡

全般的に,ヨーロッパの運動に対する,アメリカの特殊性はかなり際立って

いる｡NOWのような,有給のプロの職員によって運営されるナショナルな組

織をもつ国は,アメリカ以外にはない｡システム内での提携に関しては,ヨー

ロッパの運動に比べると,はるかに警戒心がなく,政治的影響力を得るために

はあらゆることをする｡これはやはり取り込まれの危険を伴うが,アメリカの

運動の多正面作戦は,一つか二つの左翼政党に頼るよりは独立性がある,とは

彼らの評価である｡

しかし,彼らは新保守主義の台頭に伴い,POSの相違よりも,共通点の方

が今は大きいかもしれないとも述べる｡その他,論点は多岐に渡っていて,や

や散漫である｡文献①は,もちろんキッチェル トやクリージのような見取り図

を作ることを意図しておらず,また複数の人間の手によるということもあり,

編者の意図に反して,必ずしも上記三ポイントから個々の論考が進められてい

るわけではない伽).したがって,POS概念-の参照もアドホックである.

そこで,より一貫した方法意識から,一人の人間が書いた別の研究を次に検

討する｡それが文献(参である(25)o②はアメリカ,イギリス,スウェ-デンの

女性運動が生み出す相違を,POSの観点から分析 したものである｡(卦では,

各国における女性運動の発展,目標,価値などがシステムや文化の相違により

パターン化され,また逆に運動の構造とシステムの相違が,各々の国における

運動のインパクトに影響を与え,またそれを制限しもする,という仮説に立ち,

フェミニズム運動のリーダ-たちへのインタヴューを中心に調査を進めたもの

である｡つまり,②では単にPOSが社会運動の帰趨を決するだけでなく,逆

に社会運動がPOSに影響を与えもする,という相互作用が意識されている(26)0

また,②はステットソンらと全く逆のアプローチを取っている｡後者では

WPMのパフォーマンスを比較しているのに対 し,②は運動のあり方の違いを

比較する｡かかる対象の相違から,視角の相違が生じる｡ステットソンらはフェ

ミニズム運動の形態を,独立変数と考えたが,②ではそれは国家のあり方を含

むPOSの従属変数とみなすのである｡

ゲルプの分析においては,運動の発展,有効性,インパクトは政治的環境や

利用可能なリソースといった外的要因に大いに依存する｡環境の中で重要と見

なされるのは,現政府の政治的態度,中央政府の行政過程,経済状態である｡
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彼女による三国のフェミニズムの特徴づけは,以下のとおりになる｡すなわ

ち,(1)アメリカの利益集団フェミニズム,(2)イギリスの左翼/イデオロギー･

フェミニズム,そして(3)スウェーデンの国家による平等 (参加なき平等)であ

る｡

各国の叙述に少し立ち入れば,イギリスでは政党 ･行政が集権的で,左右の

イデオロギー対立が激しいため,利益集団活動の余地が小さい｡また,官僚制

は出身階層が狭く,新 しい社会運動に対し保守的である｡ネオ･コーポラティ

ズムは,労働以外の圧力団体を退ける傾向があり,階級政治が支配的なため,

労働組合のフェミニズムへの関心は限定的なものとなる｡労働組合は,男性中

心だからである｡政党,組合における女性は,女性部などに編入され,決定の

場には過少代表される｡裁判所の独立性も小さく,行政の執行過程の監視は困

難であり,政策過程の透明性も小さい｡

以上から,中央での政治参加の可能性は限定的なものとなり,運動は地方レ

ベルに目を向ける｡女性運動は,強いイデオロギー対立に影響され分裂状態に

あり,改良主義派は労働党やTUCに組み込まれている(21)のに対 し, ラディカ

ル派は男性社会主義による取り込みを嫌い孤立している｡フェミニスト両翼の

提携は限られたイシューのみにしか見られない｡

立法,行政,司法における女性の少なさとフェミニズムの分裂から,立法化

において女性の果たした役割も小さく,均等賃金法は,女性の低賃金が男性労

働者にも影響することを恐れてTUCが支持したものである｡

これに対し,アメリカでは政治構造が多元的で,圧力団体に対して開かれて

いる(28)O猟官制の官僚システムは外部からの介入に敏感で,裁判所の独立性

も高く(29),フェミニストが立法や施行の不備を争い易いO

フェミニスト組織は,権利と法の変革を重視する｡ロビー活動の必要から,

メンバーの量的拡大や専従スタッフによる体制を取る｡こうした改良主義的組

織とラディカル派との交流も活発である｡また,フェミニズム運動は独自のリ

ソースをもち,基金,他のグループとの連携,連邦議員 ･行政職員などを含む

イシュー･ネットワークを形成する｡

64年公民権法が雇用の性差別を禁じEEOC(雇用機会均等委員会)を設立 し

たが,EEOCの影響力は政権や委員長の姿勢に左右されてきた｡72年執行権限

が強化され,76年カーター政権により黒人女性のE.H./ル トンが委員長に任
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じられると,EEOCは公民権運動や女性団体と協調したが,レーガン政権以降,

予算 ･権限が削減された｡政党が推進力を欠いている反面,官僚がフェミニズ

ムの影響に敏感である｡

スウェーデンでは,社会全体が高度に組織化されている｡政党は集権化 し,

内閣が政治の中心にあって,裁判所は弱い｡政党間のイデオロギー距離は近く,

行政はイギリスよりも政治からの独立性が小さい｡女性政治家は多いが,行政

での女性の地位は低 く,福祉･保健･文化のセクションに限定されがちとい

う (班)0

コーポラティズムにより,労働以外の圧力団体は代表されにくい｡議会は官

僚制的な保守性を示し,投票以外の政治活動は低調で,労組は,スウェーデン

流の ｢男女平等｣イデオロギーをもっているので,フェミニズム的要求と一致

しない｡

女性運動は組織内の改良主義的なものが主流で,ラディカルな集団はほとん

どない｡雇用されている女性は多いが,パー トタイマーが多 く(そのため女性

の実質所得は男性の半分 (31)),管理職も少ないO

女性は,サービスや公的福祉部門など特有の職場に限定される｡女性参政権

の歴史は古いが,第二波フェミニズムは弱い.政治的にアクティヴなウーマン

リブは非スウェーデン的とみなされ,妥協が善とされる｡女性政治家も,ジェ

ンダーより階級に関心が強い｡ただ,社民党は,女性の代表40%という原則を

採用している｡

均等雇用政策は,労働問題への政府の介入として労組 ･社民党が嫌い,76年

の非社民政権で導入された｡アファーマテイヴ･アクションは,労資の自治へ

の介入になるということで,問題にもされない｡JÅMO (平等オンブズマン)

も無力だという(32)o

ヴォランタリーな動きは,政府の仕事に吸収されるべきという通念が強 く,

3カ国の中では運動は最小である｡女性に関わる問題を,女性自身がアジェン

ダにのせたわけではないので,｢家族｣や ｢平等｣が選択的に採用され,｢性｣

や ｢身体｣についてのイシューは無視される｡性役割に関する世論も3カ国の

中では最も保守的で,労働市場における女性の分離 ･ゲットー化が続いている

という(33)0
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ところで,以上二つの研究に見られたPOSはかなり静的なものである｡ も

ちろん,部分的にその変容の指摘はあるが,基本的にはPOSとはその国の政

治構造に固有のものと考えられる｡この点で,キッチェルトに批判が寄せられ

ていることは述べた｡こうした80年代の研究に対して,近年の政治過程アプロー

チによる研究は,より自覚的にPOS概念を利用し,しかもその ｢開放｣こそ

が,社会運動の目標の達成にとって決定的,とする｡

そうした研究を次に検討する｡それは,アメリカとスイスの女性参政権獲得

運動を分析したもの(34)で,同書では(1)アメリカとスイスでは,女性参政権が

導入された時期が大きく異なること,(2)両国内部においても,州(スイスでは

カントン)ごとに,やはり参政権導入の時期が異なること,(3)同じ運動であっ

ても,ある時期に失敗した戟術が別の時期に成功すること,の三つを説明する

ことを目的としている｡一般的に女性参政権段階の運動は,第一次フェミニズ

ムの一貫として理解されており,したがって新しい社会運動の範時には入らな

い｡女性の参政権は,ほとんどの国で近代化 ･産業化の過程において達成され

ており,脱産業化と密接に関係する新しい社会運動の検討という問題設定から

すると,必ずしも適切なテーマではない｡ただ,スイスの場合1968年のインパ

クトにより,ようやく女性参政権が獲得されたという点が,他の国と比べて特

徴的な点である(35)｡

比較対象国としてアメリカとスイスを選んだのは,両国がともに連邦制を取

り,また男性参政権については西洋諸国の中でも比較的早く導入したにもかか

わらず,女性参政権については顕著な差が出ているためとされる｡すなわち,

アメリカの女性参政権導入は1920年であるのに対し,スイスでは世界でも最も

遅い部類に属する1971年になって,ようやく女性参政権が認められている(36)0

上述の三つの目的のために,筆者はまず社会的 ･経済的近代化,女性の教育

水準,文化の差など,従来の説明が立脚してきた諸原因を詳細に検討し,それ

らでは女性参政権の獲得の早さ･遅さを説明できない,とする｡つまり,彼女

のいう ｢マクロ社会的な｣視角では,両国の違いが説明できないので,説明に

｢政治｣を導入する必要がある,というわけである｡そこでまず,資源動員論

からの説明を試み,資源動鼻論の不備を指摘する｡

次に,社会運動自体のリソースというよりも,それを取り巻くPOSが検討

される｡まず,国家の公式の規則や制度に眼を向ける｡特に,公式の制度は挑
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戦者に多くのアクセス･ポイントを提供する｡しかし,この観点からすれば,

スイスもアメリカも他の多くの国より大きな成功を得るはずである｡実際ナショ

ナル･レグェルで挑戦者に開放された,直接民主制システムにおいては,スイ

スはアメリカを上まわる｡スイスのレファレンダムやイニシアティヴといった

直接民主主義的制度は,世界的に有名なものであり,しかも社会運動はしばし

ばそこに訴えてきたく37)0

そこで,第二の次元として同盟者の存在を検討すると,アメリカの女性参政

権運動は,奴隷解放運動を味方にすることができたが,スイスにはそうしたパー

トナーはなかったことがわかる｡以下,彼女はスイスの女性運動の孤立につい

て多角的に論じ,それによってスイスの女性参政権の遅れを説明しようとする｡

第三は,意思決定の手続きで,アメリカは,競争が盛んで多元的な政体とし

て叙述されることが多いのに対し,スイスの意思決定は合意に基礎を置いてい

るoクリ-ジによれば,スイスの合意形成は,システムへの接近を容易にする.

なぜなら,それは伝統的に挑戦者を抱き込んできたからである(38)o しかし,

この説明では女性参政権は説明できない｡つまり,女性はシステムによる ｢抱

き込み｣の外部に長く残されたからであるO-つの説明は,女性がスイスの多

極共存デモクラシーのいずれの ｢極｣にも属していないせいである,というも

のだが,これでは他の多極共存デモクラシーの諸国で,女性参政権が早かった

ことが説明できない(39)O

こうして,資源動員アプローチからも,POSからも,説明できない問題が

残る｡それらについては,社会運動による ｢フレーム｣活動に原因が求められ

る(40).

最後に参考として,国際比較ではないが,政治過程アプローチから,アメリ

カの女性運動を分析した研究(41)を検討する｡同書では,まず資源動員論への

違和感が表明され,③同様自覚的に政治過程アプローチを選択する｡筆者にとっ

ての主要な問題とは,女性運動のリソースは大きいとはいえないのに,ある時

期に女性にとって有利な法案が急増するということで,説明の中心に座るのは

POSである0万法的には,やはりインタヴューも用いるが,近年政治過程ア

プローチがよく用いる,新聞記事をコード化した量的なデータの解析が中心と

なる｡
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マッカダムらの手法によりながら,新聞記事に現れた女性運動の諸活動が,

指導者,行為のタイプ,標的,問題となっていたイシューなどごとに計算され,

その盛衰,変遷を時系列的に概観できるので,媒体自体がある種のバイアスを

もたらすことは否定できないにしても,一応の客観的データが揃うことになる｡

(上)で述べたように,労働運動以外の社会運動には,数量化されるデータが

乏しく,結局その強弱や盛衰は,事情に詳しい当事者による ｢運動史｣のよう

吃,ディスクリブテイヴな情報の形でしか手に入りにくい(42)ことを考えると,

こうした努力はもっとなされてよい｡ 次に彼女は,そうしてコード化された

データを基に,資源動員論と政治過程アプローチの有効性を検証しようとする｡

そして例えば,外部からのリソースを取り入れたときに,運動が高揚するわけ

ではないことや,同盟者との離反が運動の衰退の原因でもないことなどを証明

し,資源動員論よりも,運動の発展についての説明力は,政治過程アプローチ

の方が大きいとの結論に至る｡この証明は,新聞から取ったデータを基にした

｢高揚｣や ｢衰退｣に照らして行われる｡

また,彼女は,特に女性運動の達成を法案で測ろうとする｡その結果,女性

運動のリソースが増えているわけでもないのに,女性に関係する法案が多数成

立するようになる時期があることに着目し,それをPOSの観点から説明しよ

うとするのである｡

以上のような手続きの結果出てくる結論は, リソースの増大や同盟者の存在

ではなく,政府の役割によって,女性運動の目標が達成された面が大きい,と

いうものである(43)0

さらに,政治家,特に大統領の演説を分析し,女性の支持を当て込んだ大統

領がPOSを開き,女性を政府機関の高官に抜擢したり,法制化への道筋を示

したりしたことが重要視される｡中でも,ケネディは女性の問題に対する世論

の喚起を図ったと評価される｡また,60年代には議会の方も変わっていき,漢

案は通り易くなっていった(44)｡

1960年代前半には,組織の力も,集合的意識も,POSもすべて女性にとっ

て有利に増大したが,最も決定的だったのは,政府の行動への意志であった,

というのがその中心的な主張である(45)｡ただし,彼女も認めているように,

外圧に対する政府の応答と,内発的な行動を見分けるのは,困難であるのだ

が｡
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さて, このセクションで取 り上 げた諸研究へのコメン トは,文献の紹介の中

で適宜行 ってきたが,より全面的には (上)の内容 とも関係す るので,節を改

め ｢結語｣の中で行 うことにする｡

(注)

(1) 『一橋研究』22-2,1997年｡

(2) D.McAdam/J.D.McCarthy/M.N.Zald,Introduction :

Opportunities,MobilizingStructures,andFramingProcessesI

TowardaSynthetic,ComparativePerspectiveonSocialMove-

ments.,inI).McAdam/J.D.McCarthy/M.N.Zald,eds"CoTn-

paratiuePerspectiuesonSocialMoveTnenls/Political0pportuni-

ties,MobilizmgStT･uCtureS,andCzLlturalFramLngS.,Cambridge

UniversityPress,1996"p.2.

(3) 政治過程アプローチは,元々資源動員論に拠った人びとから発 したもの

だが,後者との間に一線を引こうとしている (ibid.).資源動員論では,

運動の発生の説明に際し, リソースおよび組織の重要性に焦点を当てるが,

政治過程モデルは集合行為を刺激するものとして,政治的機会の拡大を決

定的に重視する (ibid.,p.7)｡すなわち,後者を前者からわける最大の鍵

は,現実の政治過程においてはリソースの大きさが必ずしも運動の帰趨を

決するわけではない,という主張である｡つまり,資源動員論と政治過程

アプロ-チの関係は,ちょうど政治学におけるパワー･リソース･アプロー

チと新制度論との関係とパラレルである｡新制度論によれば,｢所与の時

点でのアウトカムは,同時点でのアクターの選好と能力からは理解できな

い｣(S.クラズナ-｢(主権国家) 制度論的分析の試み｣『レグァイア

サン』3,1988年,118頁)からである｡

もっとも,資源動員論の刷新の一つとして ｢外部支援｣への着目が挙げ

られることから考えても,両者の間に線を引くことにそれほど意味がある

とは思われない｡政治的機会を ｢制度的資源｣と考えることもできる｡

(4) McAdam etal.op.°it.,pp.2-6.②については,A.Oberschall,

SocialMoueTnentSIIdeolog乙eS,Interests,& Identities.,Transac-

tionPublishers,1993.など看,③についてはD.Snow/R.Benford,

Ideology,FlameResonance,and ParticipantMobilization.,

InternationalSocialMoLlementReseaT･Chリ1,1988;MasterFrames

andCyclesofProtest.,inA.D.Morris/C.M.Mulleredsリ

FroTuiersinSocialMovementTheor)′リYaleUniversityPress,

1992.などを参照せよ｡

(5) (参について一言すれば,その有用性は認めるが,取り立てて新 しいもの
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だとは見なし難い｡例えば,政治学では ｢アジェンダ･セッティング｣に

関連して周知の問題である｡実際,社会運動のみならず国家も,そしてマ

ス･メディアも,意識的 ･無意識的にフレーミングを行ってきた｡例えば,

都築勉 ｢政治過程における (現実)の定義一新聞論調に見る安保 (改定)

問題の展開-｣『年報 近代日本研究』3,1981年,を見よ｡ さらにいえ

ば,フレーム概念が,かつて資源動員論が乗り越えようとしたN.スメル

サーの ｢一般化された信念｣(『集合行動の理論』誠信書房,1973年,第

五章)に接近していることは皮肉である｡

(6) H.Honda,PoliticalProcessApproach:ABriefReview ofA

NewPerspectiveonSocialMovementResearch.『北大法学論集』

48-3,1997年,p.450.

(7) McAdam etal.op.°it.,p.17.

(8) H.P.Kitschelt,PoliticalOpportunityStructuresandPolitical

Protest:Anti-NuclearMovementsinFourDemocracies.,British

JouT･nalofPoliticalScience.16.,1986,pp.57-8.また,POSが社

会運動の生成と発展にとって中心的な位置を占める,との立場に立っ論文

集もある (J.C.Jenkins/B.Klandermanseds.,ThePoliticsof

SocialProtest/ColnParatiuePerspectiueonStatesandSocial

MoueTnentS.,UniversityofMinnesotaPressリ1995.).
(9) H.Kriesi,ThePoliticalOpportunityStructureorNew Social

Movements:ItsImpactonTheirMobilization.,inibid.,p.167.;

D.McAdam,ConceptualOrigins,CurrentProblems,Future

Directions.,inMcAdam etal.,edsリOP.Citリp.23.

(10) 以上の大まかな流れはHonda,op,°it.に詳しい｡また,POSから戦

後日本の労働政治を分析したものとして,久米郁男 ｢労働の参加なき勝利?-

雇用政策の政治経済学-｣『レグァイアサン』ll,1992年,がある｡ただ

し,戦後日本の労働運動はリソースが少なかったが,POSが有利であった

ために影響力を行使し大きな成果を獲得した,というその主張には批判も

ある(新川敏光 『日本型福祉の政治経済学』三一書房,1993年,231貢)0

(ll) P,K,Eisinger,TheConditionsorProtestBehaviorinAmerican

CitiesリTheAmeT･icanPoliticalScieTWeReview.,Vol.67,No.1,

1973"pp.12;25.

(12) pOSに関するタロウの文献として通常最初に挙げられるのは,Struggl-

1ngtOReform :SocialMovementsandPolicyCha,ngeduring

CyclesofProtest.,WesternSocietiesProgram OccasionalPaper

No.15"New York CenterforInternationalStudies,Cornell

University,1983.であるが,筆者は未入手であるため,タロウにおける

概念の変遷については,Kriesi,op.°it.によった｡
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(13) Kitschelt,op.°it.,pp.63rf.

(14) D.M,Stetson/A.G.Mazureds.,CompaT･aliueStateFeminism.,

Sage,1995.

(15) POS概念にこうした ｢出力局面｣を含んでいるものとして,他に D.

Rucht,TheImpactorNationalContextsonSocialMovement

Structures:ACross-MovementandCross-NationalComparison.,

inMcAdam etalリeds.,op.cit.がある.政策レヴェルの達成度と,

国家の強さとの間には重要な関係がある｡実際,マクロ･コーポラティズ

ムの度合いと環境運動のパフォーマンスとの間に有意な関係があることも,

統計的に証明されている (D.Jahn,EnvironmentalPerformanceand

PolicyRegimes:ExplainingVariationsin18OECD-Countriesリ

PaperpresentedatXVIIthWorldCongressofthelnternatio】lal

PoliticalScienceAssociation,Seoul,1997).

(16) P.シューメイカーは,政策達成にいたる過程で,社会運動の働きかけ

に対する政治システムの応答レヴェルにはアクセス的応答,アジェンダ的

応答,政策的応答,帰結的応答,インパク ト的応答の5段階があるとして

いる(P.Schumaker,PolicyResponsivenesstoProtestGroups,

TheJournalofPoliticsリ37-2,1975,pp.49415.)0

(17) op.°it.,pp.63rf.

(18) ibidリpp.58-9.これは,(上)で筆者が冒頭に掲げた問題意識と重なる｡

なお,キッチェル トのPOS概念には,｢静態的で決定論的過ぎる｣ との批

判が寄せられているが(Honda,op.citリp.447.), この間題は ｢結語｣

で再び触れる｡

(19) Kriesi,op.cit.

(20) McAdam eta1.,op.citリp.10;McAdam,op.citリp.27.また,

後者の同頁には主要な論者のPOS概念の一覧表がある(Table1.1)0

(21) M.F.Katzenstein/C.M.Mullereds.,TheWo7nen'sMoue-

TnentSOftheUnitedStatesandWesteT･nEuT･OPeIConsciousness,

Politica10ppoT･tunLty,andPublicPolicy.,TempleUniversity

Press,1987.以下,文献①と表記｡煩雑さを避けるため,同書からの引

用は特別な場合を除いて貢数を省略する｡文献②～④についても同様｡

(22) 政党との関係でいえば,新しい社会運動の発展を統制する中心的要因は,

支配的な左翼政党のスタンスである,との主張もある｡Kriesi,op.°it.

の他にも,イタリアと西 ドイツの新しい社会運動を比較 した研究は,｢主

要な新しい社会運動｣として学生,女性,環境,平和の四つの運動におけ

るイデオロギーと行為の変化の中心的説明要因は,主な左翼政党のスタン

スである,と論じる｡左翼政党が,新しい運動に対して,対決的あるいは

疎遠であればあるほど,運動はよりラディカルになる, という(D.della
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Porta/D.Rucht,Left-LibertarianMovementsinContext:A

ComparisonofItalyandWestGermany,1965-1990.,inJenkinset

a1.,op.cil.)O

(23) A.N.Costain,InvitingWoTnen'sRebellionIAPoliticalProcess

InterpretationoftheWoTnen'sMot)eTnent.,TheJohnsHopkins

UniversityPress,1992.,p.13.

(24) こうした特質については,Stetsoneta1.eds.,op.cit.についても

触れた｡①ではさらに,3本の論文が地方政治を扱っていることもあり,

拡散の度合いはいっそう強い｡いずれの著書も,各国を担当する執筆者は,

それらの国独自の展開について叙述をするわけだが,その独自さが,編者

によって設定された比較のための枠組みに,おさまり切らない場合がまま

ある｡多くの国を比較すると,どうしても発生する問題である｡または,

強引に単純なモデルに当てはめようとすると,そこにおいて各国の独自性

を捨象することになる｡この両者は避け難いトレード･オフであり,おそ

らくはその研究の目的に応じて一方に目をつぶる,という形でしか解決 し

得ないものかもしれない｡

(25) a.Gelb,Feminism andPolitics/A CoTnParatit)ePerspective.,

UniversityofCaliforniaPress,1989.以下,文献②と表記O同書の

論旨は,既に岩本美砂子 ｢フェミニズムと政治権力ー一つではないフェミ

ニズムー｣田口･加藤編 『現代政治学の再構成』青木書店,1994年,221-

31貢に紹介されている｡

(26) 従来は,POSを独立変数とし,社会運動の強さを従属変数とすることが

一般的であったが(A.Midttun/D.Rucht,ComparingPolicyOut-

ComesofConflictsoverNuclearPower:DescriptionandExplana-

tion.,inH.Flan ed.,StatesandAnti-NuclearMovements.,

EdinburgbUniversityPress,1994,p.403),最近はこの点に変化が見

られる｡この問題については,あとで再び触れる｡

(27) イギリスでは,アメリカよりもフェミニズム運動に対するオールド･レ

フトの影響が強い (S.Rowbotham,Introduction :Mappingthe

Women'sMovement"inM.Threlfalled,,MappingtheWoTnen's

MouemeTuIFeministPoliticsandSocialTT･anSforTnationinthe

NoT･t九,Verso.,1996,p.7.)Oというより,アメリカにおいては,そも

そもオールド･レフト自体が弱い,ということもできるのであるが｡

(28) アメリカの分権性が,社会運動による公的諸制度の利用を容易にしてい

る,という点については,よく指摘されるところである (∫.D.McCarthy

/M.Wolfson,ConsensusMovements,ConflictMovements,and

theCooptationofCivicandStateInfrastructures.,inMorriset

al.eds.,op.cit.,p.287.)O
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(29) 裁判の利用は,アメリカの利益集団活動の最近のトレンドだという (C.

S.Thomas,TheAmerican InterestGroupSystem :Typical

ModelorAberration?,inThomased.FirstWoT･ldInterest

GT･OuPSIA CompaT･atiuePerspective.,GreenwoodPress,1993.)O
(30) しかし,経済,政治及び法律問題に関する行政機関の意志決定者におけ

る女性の割合は,アメリカ (ll.5%)よりは低いがイギリス (4.1%)よ

りも高い (8.8%)｡全省庁合計でも,アメリカ (ll.7%)には及ばない

が,イギリス (7.9%)を上回っている (8.7%)(国際連合 『世界の女性

1970-1990-その実態と統計-』日本統計協会,1992年,84-5貢,統計表

3｡ただし87年のデータ)0

(31) だが,男性賃金を100とした場合の女性賃金は,イギリス68, アメリカ

68,スウェーデン89(1990年)という数字もある (国際連合 『世界の女性

1995-その実態と統計-』日本統計協会,1995年,258頁,図表 5.20)0

おそらく,こちらの数字はパートタイムを除外 しているものと思われる｡

(32) この点の評価は,ステットソンらのものとは異なる｡

(33) こうした②の評価に対 し,岩本は保育,産休,医療,看護などの問題を

｢個人的｣なものとして片づけるゲルプのアメリカ的バイアスにより, ス

ウェーデンの評価が低 くなっていると指摘する (前掲,230頁)0

(34) LA.Banaszak,WhyMoueTnenlsSucceedorFailICpportunily,

Culture,andtheStT･uggleforWoTnanSuNT.ageリPrincetonUni-

versityPress,1996.以下,文献③と表記｡

(35) スイスにおける社会運動研究の概観によれば,スイスでは社会運動研究

は非常に少ないが,比較的よく研究されているものの一つとして,60年代

後半の ｢文化革命｣があるQ しかし,女性運動の研究は欠如 している (H.

Kriesi,Switzerland:AMarglnalFieldofResearchinanUnderd-

evelopedSocialScienceCommunity.,inD.Rughted.,Research

onSocialMoueTnentS:TheStateoftheArtinWesternEurope

andtheUSA.,WestviewPress,1991.pp.206-10)a
(36) ところが実際には1971年以降も,二院のうちの一院と地方選挙について,

二つのカントンで女性を閉め出していた｡それらが女性参政権を認めるの

は,実に1989年および1990年である｡

(37) 例えば,Kriesi,op.cit.,1991をみよ｡

(38) Kriesi,op.cit.,1995.

(39) 例えば,オランダは1919年,ベルギーは1948年,オース トリアは1918年

である｡

(40) その詳細を記す紙幅はないが,全体として従来の研究が,運動がすべて

のPOSを認識できると仮定 していたことを批判し,スイスの運動が効果的

であり得た戦術に訴えなかった原因を,その ｢認知｣に求めるという立論
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になっている｡政治 ･社会構造上の理由としては,スイスの活動家は,言

語 ･宗教 ･地域などによって分断されていて,それが戦術 ･戦略について

の情報の流れを妨げたことが挙げられている｡

(41) Costain,op.cit.以下,文献④と表記する｡

(42) ディスクリブテイヴな素材とアグリゲート･データのインターフェイス

は厄介な問題である｡例えば,運動過程の記述を基にその強弱を数量化 し

た試みもあるが (Midttuneta1.,op.°it.),窓意性から逃れるためには,

然るべき手続きで操作化する必要があることはいうまでもない｡ちなみに,

同論文ではそうした過程についての記述がない｡また,その問題に関連し

て,日本における社会学の ｢運動論｣と歴史学の ｢運動史｣の間の相互作

用の乏しさは,一驚に値する.

(43) 特に,時期の問題を入れることにより,④は ｢静態的な｣POS概念を回

避している,ということができるかもしれない｡ただし,そのことは概念

上のデメリットも同時に生んでいるように思われるOその点については後

述する｡

(44) ただし,彼女もたびたび指摘するように,男女の投票行動が顛著に違う,

ということが一般に認知され始めたのは1980年選挙からで,それ以前の

POSの拡大-政治エリートの女性への配慮は,必ずしも女性票獲得を,直

接的ねらいとしたものかどうかは,認定しかねる｡

(45) 国家からの公式 ･非公式な支援が運動の動員を助けたとされる事例につ

いては,McCarthyeta1.,op.°it.,p.287に文献一覧がある｡

四.結語

さて,｢はじめに｣で も述べたように,本稿 は今後の実証的研究のための

｢予備的考察｣ という性格をもつ ものであるので,本稿 自体 は一つの大 きな

｢結論｣はもたないが,最後にまとめとして本稿の内容を確認 し, さらに今後

の展望を述べて結びとしたい｡

本稿では,まず筆者の問題関心を示 し,その解明のために社会運動の強弱を

測定する上での諸困難,および社会運動の リソース-政治的影響力-目標の達

成という図式の中で,どの段階に着目するかにより,結論が異なることを示唆

した｡また,上のシェーマ自体,POS次第では成立 しないことも,事例研究

の検討の中で再三触れた.後半では,女性運動を題材に,社会運動が政治的な

場において,いかにその目標を達成するか, といった問題を主に扱 った諸研究

を検討 してきた｡三の(1)で紹介 したのは,政治学者の手による国家中心アブ
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ローチの系譜に属する研究であり,(2)で紹介した諸文献は他方,社会学者に

よる政治過程アプローチである｡いずれも,それぞれの学問領域において相対

的に新 しいものである｡

社会運動の政治的な場における目標の達成という問題を,(1)では国家能力

と国家一社会関係から説明した｡そのため,女性運動の位置づけは副次的なも

のとなり,運動の目標を達成する主体は,女性のための政策機関(WPM)とい

う国家機関となった.(2)で扱った諸文献は,すべてが第一義的に重視してい

るわけではないが,いずれもPOSの重要性を強調している｡

POSの概念の有効性は,以下の点にあると思われる｡まず,女性運動の政

治的な場における達成の,国による相違を説明する際,社会運動のリソース-

政治的影響力-目標の達成,という図式だけでは,女性の社会進出が進み,女

性の地位が高い国の代表とされるスウェーデンが,実は女性運動が西欧社会で

も最も弱い部類に属するとされている(46)ことは,上手く説明できないo｢女性｣

が資本や労働のように高度に組織化された有力なロビーとなる可能性は低いか

らである｡この点のギャップを埋める意味で,POS概念は重要な貢献をして

いる｡

POSのもう一つのメリットは,その汎用性にある｡すなわち,新 しい社会

運動は,その ｢対象｣においてさまざまであるので,政治過程や政策への影響

力をみる際にも,イシューの性質に規定される面がかなりある｡女性運動と環

境運動,あるいは平和運動では,運動の政治的帰結を規定する要因が異なるの

である｡POS概念はその点に柔軟性がある｡つまり,女性運動についていえ

ることは,環境運動についてもいえる｡というのは,分析の焦点が運動そのも

のでなく,運動を取り巻く政治システムだからである｡

もっとも,幾っかの研究を通じて見てきたように,POSはフレー ミングな

ど他の装置と結合して使うことが要求される(47)｡したがって,キッチェル ト

のようにPOS概念を一義的に社会運動の国際的偏差の説明に使ってしまうこ

とには疑問がある｡しかし,その点は既に多くの論者が指摘してきたことであ

る｡筆者がここで問題にしたいのは,POS概念自体が問題を学んでいるので

はないか,ということである｡筆者からみて,POS概念の問題点は以下の点

に整理できる｡ 1.短期的なものと中長期的なもの,安定度の低いものと高い

ものが混在し,説明できる範囲に唆昧さを生んでいる｡2.｢権力｣や ｢価値｣
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の問題が抜け落ちてしまい,その結果 ｢新しい社会運動｣論の意義が消失して

しまう.3.そのコロラリーであるが,政治過程アプローチは,ある種の運動,

つまり ｢反システム的な運動｣の分析には適さない｡そして, 1.のみがPOS

に固有の問題であって,2.や3.は政治過程アプローチ全般,そして資源動員

論にも当てはまるように思われる｡

1.例えば,③や(特に)(参といった比較的新しく,かつ明確に ｢政治過程ア

プローチ｣を名乗る研究は,女性を取り込もうとする政党や政治家の対応,エ

リート間連合の亀裂など,可変的な要因に説明のウェイトがある｡したがって,

POSの ｢開放｣こそが,成功の鍵ということになる｡他方,(勤では多元主義-

コーポラティズムといった,より構造化の度合いの高い要素に着目するOもち

ろん,後者に可変性が全くないわけではないが,ゲルブやキッチェルトの叙述

は,POSをかなり安定的に描いている｡ これに対する ｢静態的で決定論的｣

との批判は既に紹介したが,両者は別の次元を扱っているのである｡むしろ

POSには短期的なものと中長期的なものの二次元がある, という風に定式化

し直すべきではなかろうか｡そうすることにより,概念が抱えてきた唆昧さの

多くは解消するように患われる｡

また,従来はPOSを独立変数にし運動を従属変数にすることが多かったが,

近年は両者の相互作用に着目する研究が増えている(48)｡ しかし,そうすると

逆にPOSの利点を減殺してしまうoつまり,POSとは個々の政治的アクター

のリソースや政治的影響力では説明できない次元に光を当てる点に意義があっ

たわけだが,比較的短期的に変化する状況までPOSとして括ってしまうと,

その点が活かされなくなってしまう｡なぜなら,状況の短期的な変化は,政治

的諸アクターの権力関係の反映かもしれないからである(49).っまり,POSの

変化自体が,諸アクターのリソースや影響力を反映 しているとすれば,POS

が本来もつ説明上の有効性が失われることになってしまう｡

2.上のような問題点は,｢権力｣をめぐる思考の希薄さに由来するように

思われる｡一般に,政治過程アプローチの論者たちは,主に ｢効果｣の側面を

重視し,社会運動のもたらす ｢価値｣や ｢権力｣の側面に関心が薄い｡そのこ

とが顕著に現れているのは,例えば ｢コンセンサス運動｣というカテゴリーで
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ある(50)oここに,｢社会の支配的なコー ドへの挑戦｣(51)を読み取るのは, ほと

んど不可能であろう｡また,新 しい社会連動という概念化をしたとされるトゥ

レーヌが,彼が ｢プログラム化された社会｣と呼ぶ現代社会においては,資本一

賃労働関係よりも,テクノクラー トによる管理の方が問題だとしたような視

角(㍊)は,そもそも捨象されている｡

キッチェルトらの問題意識は,本来マクロな社会理論であるために,あまり

に理念型的になり過ぎて,国ごとの相違など実証的なレグェルへの応用に馴染

まない新しい社会運動論を,現実に存在する政治現象として捉え,実証研究に

も適用できるような形に改良しようというものであった｡しかし,そのために

当の社会運動の扱いが,利益集団と何ら変わらぬものになったのである｡元々,

M.オルソンは社会運動の研究者ではなく,利益集団を念頭に置いていたこと,

また資源動員論自体,例えば企業の行動へも容易に適用可能であること(53)な

どを考え合わせても,資源動員論ないし政治過程アプローチへの接近は,新し

い社会運動論の問題関心を減殺しかねない｡

例えば,利益集団についてのある国際比較研究は,利益集団システムの形成,

用いるテクニック,公共政策に与える効果などに影響する主要因を以下の4つ

に整理している｡すなわち,A.社会経済的 ･政治的環境,B.政治制度上の要

因,C.実際の政策形成過程,D.政策形成者/政府と生産者集団の関係であり,

具体的に挙げられている内容も,POSと重なるところが多い(54)｡つまり,PO

Sには女性運動以外の社会運動どころか,利益集団の活動さえ説明できてしま

うほどの汎用性があることになる｡ しかし,｢政治的目標｣の達成を説明する

装置だけでは,社会運動の分析には不十分であるように思われるのである｡

3,政治過程アプローチでは,政府から政策的帰結を引き出すところに関心

の焦点がある｡例えば,60年代後半における学生叛乱への対応として,オラン

ダ政府がヨーロッパで最も先進的な大学改革案を通すまでに,ごく短い占拠し

か必要としなかったとされるが,この点はオランダの ｢統合的な｣戦略から説

明されている(55)｡ここで問題となるのは,そうした政府の ｢統合的｣な姿勢

に響き合う類の運動が ｢成功｣を得やすい,という立論になりがちな点である｡

例えば,平和運動の｢成功｣が政治過程アプローチから分析されているが(56),

同じ平和運動でも軍隊の完全廃止やNATOからの脱退といった目標を掲げる
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ラディカルな運動に対して,国家は大学改革のように容易には譲歩を与えるわ

けにはいかない｡NATO体制や日米安保体制といった, システムの存立自体

に関わる部分への挑戦は,この枠組みから排除される傾向がある｡ もちろん

｢政治的機会｣という考え方自体がそこに馴染まないというわけではないが,

国家の性質や同盟者の有無などの諸要素から構成されるPOSは,一般的にそ

うしたシステム自体の存続に関わるような運動に対 してはレリバンシーがない｡

というのも,同盟者自身が多くの場合,システムの構成要素でもあるからであ

る｡

本稿の冒頭で,社会運動特に女性運動においては,メイン･ストリームの政

治へ接近することに対する抵抗が減ってきているという点を指摘したが,取り

込まれないことと,大きな成果を獲得することは,①でも述べられるように,

通常 トレード･オフとして観念されがちである｡｢取り込まれる｣ ことを警戒

して,システムへの接近に対し抵抗感をもつ運動も多い｡そうした運動はこの

枠組みでは ｢成功｣を勝ち取れない,といった形で切り捨てられてしまう傾向

がある(57)0

至極当然のことではあるが,(1)で紹介した文献にしろ,(2)で取り上げた

政治過程アプローチに立っ諸文献にしろ,何をもって運動の ｢成功｣とみなす

か,という点に筆者の価値判断が介在している｡したがって,ここに分析上の

バイアスが生 じる｡もちろん,そうしたバイアスから自由な人はいないといっ

て済ますこともできようが,その点を自覚することはできるはずである｡しか

ち,そうした ｢成功｣の定義が,分析できる対象を選んでいるとすればなおさ

らであろう｡(1)で検討した文献においても,反システム的な運動の評価が低

くなってしまうことについては,指摘したとおりである｡

既に,POSないし政治過程アプローチを超えた問題に入 りつつあるので,

最後に全体として,本稿が残した問題をアトランダムに取り上げる｡

(1)(2)で取り上げた文献には,いずれも狭義の ｢政治｣的側面以外を捨象

してしまうという問題がある｡ジェンダー,家父長制,セクシュアリティなど

を扱う研究に比べると,狭義の ｢政治｣としてフェミニズム運動を扱う研究は

必ずしも多いとはいえず,また日本では極端に少ないので,こうした研究には

十分に意義があるとは考えているが,それが重大な省略であることも認めざる
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を得ない｡｢個人的なことは政治的なことである [personalispolitical]｣

を標語に,従来の政治思想が ｢公｣と ｢私｣の領域を分断し,ジェンダーの問

題は ｢私｣的領域に属するがゆえに政治的でない,としてきたことを告発した

のは,まさにフェミニズム運動である(58)｡文献④は,ことば,子育て,教育,

芸術,個人の心理,その他生活と文化に関わる多くの領域で,運動は重要な変

化を生み出したことは間違いないとしながらも,女性運動はその始まりからし

て,差別を永続化させるような法を変えようとしてきたし,女性運動の活動の

大部分は政治的なものであった,などの理由で対象の限定を正当化しようとし

ている｡巳むを得ない面があるのは事実だが,第二次フェミニズムの文化的側

面への傾斜を考えれば,必ずしも十分に説得的な議論とはいえない｡文献①で

は,｢意識｣に着目するのは,女性運動が環境運動や平和運動以上に,公的領

域のみならず私的領域をもターゲットにするため,意識が社会変革の道具にな

るからだ,と主張されている｡ したがって,私的な ｢政治｣は公的な(狭義の)

｢政治｣とつながっている｡しかし,その重要性を認めつつも,本稿自体が実

際には政策レヴェルの問題を扱う研究だけに,対象を限定した｡｢私的｣領域

におけるミクロ権力の問題を,こうした研究とどう接合するかは,まさに今後

の課題であるが,木に竹を継ぐような話になりがちなことも否めない｡

現在のところ,十全に展開する余裕はないが,今後の見通しを示せば,フレー

ミングと親近性の大きいアジェンダ･セッティングの問題として,つまり私的

領域におけるミクロ権力が,ある種のイシューを ｢公共アジェンダ｣に乗せな

いように ｢三次元権力｣として機能するメカニズムを解明する方向で,統一が

可能であるように思われる(59)0

もう一つ,本稿を通 じて明らかになったのは,社会運動に限ったことではな

いが,国際比較をする場合に発生する諸困難である｡例えば,(上)で挙げた女

性の社会進出度に関する指標も,もちろん絶対的なものとはいえない｡事実の

どの面を切り取ってくるかによって,評価が大きく変わる可能性がある｡数量

化に馴染まない諸々の要素を ｢程度｣によって表すこともよく行われるが,こ

れにも問題はある｡例えば,文献①では,イギリスの国家と労働の関係は,

｢希薄｣と表現される｡これはスウェーデンと比較しているせいである｡別の

頁では,tripartitismの一角を占めている,といっているわけだから,他の国

(例えば日本)と比べれば密接といえるのではないか｡またキッチェル トは,異
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論があるかもしれないと断りながら,スウェーデンを ｢開放的な｣国家として

いるが(60),これは(参と逆の評価であるOさらに,②ではイギ リスは ｢強い国

家｣にされているが, ビルンボームらによれば,｢弱い国家｣になる(61)｡比較

の対象として,前者がアメリカを,後者がフランスを念頭に置いているためで

あるO以上の例が明らかにしているように,開放的-閉鎖的,強い一弱いなど

は,いずれも相対的な概念であり,したがって ｢何と比べて｣を抜きには,ほ

とんど意味をなさない｡もっと極端な例としては,ネオ･コーポラティズムの

国際比較の場合,コーポラティズムの ｢条件｣に着目するのと,｢結果｣ない

し ｢パフォーマンス｣に着目するのとでは, 日本の位置づけが完全に逆転す

る(62)0｢比較をするにはこの国はこうときめっける蛮勇が必要である｣(63)といっ

ても,より客観的な基準を模索する努力は,続けられるべきであろう｡

以上のような問題点は,ディスクリブティヴな手法により,ある種の政策形

成過程を叙述するというオーソドックスな比較研究によって補われるべきもの

であろう｡ただ,事例研究は,どのような政策領域を選択するかが決定的に重

要となる(64)｡

女性政策の場合,(上)で述べたように,やはり雇用機会均等政策が最適だと

思われる｡ここでは,経済官庁をはじめとする国家内アクターならびに,資本

に代表される社会内アクターとの利害の対立が生 じるためである｡この点,ス

テットソンらは正当であると考える(65)Oまた,そうした方向で,POSの有効

性を活かすこともできるであろう｡

本稿で触れた多くの論点については,日本を含む事例研究の検討を通 じて,

何らかの解答を出したいと考えている｡

(荏)

(46) 文献①,p.5.

(47) 例えば,POSとフレーミングの結合に全面的に取り組んでいるのが,

W.A.Gamson/D.S.Meyer,FramingPoliticalOpportunity.,

inMcAdam etal.eds.,op.cit.である｡

(48) 例えば,S,Tarrow,PoLuerinMovement/SocialMoueTnentS,

CollectiueActionandPoliticsリ CambridgeUniversity Press,

1994,p.82.;Midttuneta1.,op.°it.,p.403;Gamsoneta1.,op.

cit.を見よ｡なお,社会変革の担い手として社会運動を研究しているはず
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･の研究者の多くが,この点を十分考慮してこなかったことへの驚きも表明

されている (McAdam,op.°it.,p.36)0

(49) 論理的には,比較的安定的で,構造化の度合いが高いPOSも,諸アクター

の権力関係の凝集である可能性がある｡ しか し, それをいい出すと

きりがない｡元々権力関係を反映して制度化された (この場合の ｢制度｣

は法制面のそれだけに限定されない)POSが,その元となった諸アクター

間の力関係が変容したあとにも拘束力をもつ,という点にこそ概念上の意

義があったからである｡

(50) M.ccarthyeta1.,op.°it.彼らが主に対象としているのは飲酒運転

反対運動であるが,それはシステムにとって,なんら不都合なものではな

い｡

(51) A.Melucci,NoTnadsofthePresents/SocialMoueTnentSand

IndiuidualNeedsinConteTnPOT･ar)′SocietyリHutchinsonRadius,
1989.

(52) A.トゥレーヌ 『声とまなざし』新泉社,1983年,14-5頁｡

(53) 樋口直人 ｢ェスニック･カルチャー形成と資源動員｣『一橋研究』21-3,

1996年｡

(54) C.S.Thomas,UnderstandingandComparingInterestGroups

inWesternDemocraciesリinThomased.,op.cil.筆者自身 (上)

において, リソースや影響力の説明に利益集団とのアナロジ-を用いたが,

社会運動が達成すべき目標が利益集団と同じだとは思わない｡｢『ポスト･

ブルジョア的市民社会』の創設へと志向するもの｣(高橋徹 ｢後期資本主

義社会における新しい社会運動｣『思想』737,1985年,7貢)とされる新

しい社会運動を,私益の追求にのみ関心がある利益集団と同一視してしまっ

ていいのか,という問題は当然提起されるであろう｡

(55) Kriesi,op.cit.,1995,pp.176-7;H.ダールデル/E.シルズ編 『大

学紛争の社会学』現代書館,1990年,197-8頁｡ただ,オランダ政府は,ア

ムステルダム大学に立てこもっている学生をすぐさま排除するような面も

もっていたので,｢統合的｣と言い切ってしまうことには疑問もある｡

(56) 例えば,S.ヮarrow,Mentalities,PoliticalCulturesandCollec-

tiveActionFrames:ConstructingMeanlngSthrough Action"

inMorrisetal.,eds.,op.cit.

(57) もっとも,西 ドイツ,アメリカ,イタリア,フランスでは ｢取り込まれ｣

の感覚が各々異なるという (文献①,pp.ll-2.)｡このようなレグェルま

で目配りした上で,装置をより現実適応性の高いものへと改変 していくこ

とは,あるいは可能かもしれない｡

(58) 例えば,C.Pateman,TheDisoT･deT･OfWoTnenIDeTnOCraCy,

FeTninisTnandPoliticalTheory.,PolityPress,1989,chap.6.
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(59) S.ルークス 『現代権力論批判』未来社,1995年｡そうした問題意識は,

例えば岩本美砂子 ｢人工妊娠中絶政策における決定 ･非決定 ･メタ決定一

一九八〇年代日本の二通りのケースを中心に-｣日本行政学会 『年報行政

学28新保守主義の行政』ぎょうせい,1993年にみられる｡公共アジェン

ダについては,大石裕 ｢社会運動と世論｣社会運動論研究全編 『社会運動

論の統合をめざして』成文堂,1990年 ;同 ｢マス.コミュニケーション論

の変容一大衆社会論の 『遺産』とパワフル･メディア論-｣関西大学 『社

会学部紀要』23-1,1991年 ;同 ｢社会運動とコミュニケーションーリゾー

ト開発をめぐるメディア言説-｣社会運動論研究会編 『社会運動論の現代

的位相｡【成文堂,1994年,などを参照｡

(60) op.°it.,p.65.

(61) B.バディ/P.ビルンポーム 『国家の歴史社会学』 日本経済評論社,

1990年,196-202貢｡

(62) 辻中豊 ｢現代日本のコーポラティズム化 - 労働と保守政権の二つの

｢戦略｣の交錯｣講座政治学Ⅲ『政治過程』三嶺書房,1986年,232-4貢｡

もっとも,良好なパフォーマンスは,ネオ･コーポラティズムだけによる

ものではない｡したがって,コーポラティズム度を測定する場合には,や

はりその ｢条件｣に焦点を当てるべきであろう｡

(63) 河合秀和 『比較政治 ･入門』有斐閣,1996年,Ⅴ頁｡

(64) 大赦秀夫 『政策過程』東京大学出版会,1990年,第 1章o

(65) ちなみに,①所収のイタリアを扱った論文では,女性政策における政策

的 ｢応答｣の測定を,離婚,堕胎,性的暴力という三つのイシューから行っ

ているが,それはこれらの領域が1970年代および80年代のイタリアにおけ

る主要なイシューであり,また女性,フェミニスト,女性議員,および政

党が異なる程度の動員を行ったので,応答の検証には都合がいいから, と

されている (p.154)O




